
・憲法・教育基本法・  ◇本校のめざす生徒像 ○進んで学習する生徒

  学校教育法等諸法令 ○自ら考え、判断し、行動する生徒  ・地域の実態

・学校保健法 ○心豊かでたくましい生徒   ・児童（生徒)の実態

・学習指導要領  ○重点　　   ・家庭の願い

  健康及び安全指導の徹底を図り、事故防止と安全管理に努力する。   ・教師の教育理念

 ○努力点 （１）子どもの心を育てる環境づくりに努める。

・市の指導の重点 　　　　（２）施設・設備、備品・教材の整理保管に努める。

【市学校安全の重点】 ↓

①安全教育の充実

②交通安全教育の徹底

③防犯教育の充実

④防災教育の推進  ○事故を未然に防ぐため、その要因の発見・除去を図る。

⑤生活安全教育の徹底  ○安全な生活を営むうえで必要な事柄を実践的に理解させ、的確な判

   断と安全な行動がとれる能力と態度を育てる。

↓

↓

安全学習

（系統的知識・習慣・
態度を育てる）
・理科
・美術
・保健体育
・技術家庭
・総合的な時間
・道徳

安全指導

（実践的な指導を通して）
・学級活動
・生徒会活動
・学校行事等
・緊急地震速報を用いた避難訓練
・竜巻を想定した避難訓練
・引き渡し訓練
・防犯訓練
・水害時の避難確保に基づく避難
訓練
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安全管理 安全教育

・小中学校教育課程編成
要領

対人管理

学校の教育目標　「きれいな学校　輝く笑顔」

　　　　（３）事故防止のため安全管理・施設管理の徹底。

交通ルールを理解し、状況に
応じた通行ができる力の育成

・安全点検日は毎月の２０日
・点検項目に従い、全職員で行う。

安全点検

（見て、触って、揺すって、たたく。）

　　　　（４）不審者等に対応するマニュアル等の改善に努める

安全教育の目標

交通安全学年別目標

対物管理

３学年

決められた通学路を守り、自ら
の安全に注意し登下校する

進んで交通ルールを守り、周
囲や地域の安全にも注意しな
がら登下校する意識の育成

１学年 ２学年

（生活安全の管理）
・登下校時の安全管
理
・休憩時の安全管理
・授業中の安全管理
・給食時の安全管理
・清掃時の安全管理
・放課後の安全管理

（環境の安全管理）
・校舎内の安全管理
・校舎外の安全管理
・防災に関する安全
管理


